
(配布先)取引部長、取引企画課長  ・ <修正版>

新聞業の景品規制の見直しについて

平成 1・ 0年 3月 3日

消費者取引課 山本

平成 10年 3月 3日 、新聞公正取引協議会の■■■屡員長が規約の見直し状況の報告の

ために来局したところ、概要は以下のとおり。

1 日時  平成 10年 3月 3日 (火)13:00-14110(取 引部長室)

2 先方 新聞公正取引協議会 |||■委員長 (■■■■阪売局長)

新聞協会 公正取引部 ||卜「長、|||

当方  取引部長、消費者取引課長

3 概要

(1)先方からの報告



,

(2)当方から.の指摘

・特殊指定については、押し紙の規定も含めて見直す必要がある。再販の問題とも絡むの

で、 3月 6日 に別途予定されている取引企画課と新聞協会との議論のテーマにもなると

考えている。

・景品については、今後、業種別告示の作業を進めていくが、一定の手続きが必要であり

(公聴会の官報告示、公聴会の開催から告示を官報に載せるまでに要する手続きと日数

を説明)、 現時点でも告示の4月 1日 施行はかなり難しくなってきた。しかし、最低限

告示の見直し作業は年度内に終えることとする方針である。

・公聴会を 3月 23日 の週に開催するためには、来週中に公聴会の開催・告示案について

官報告示する必要があるが、業界に対しては、今週末か週明けにも告示の案を示したい

と考えている。

2

．瑣
顆



(3)先方とのやりとり

(先方)

(当方)販売店も告示を待っており、そこまで告示の見直し作業を待てない。行革委の指

摘は政府として最大限尊重することとなっており、これは公取委だけの話でなく、手続き

は年度内に終える必要がある。さもないと、新しい規制緩和計画に新聞業の景品規制の見

直しが残ってしまうことになる。 それに至る規約の見直し作業に

は一定のスケジュールが必要であるから、それを当方に今週中にだしてもらいたい。今週

の金曜がタイムリミットである。

改正案が公取委に持ち込まれても、内部で

検討し、また、公聴会も開催し、公示する必要があることから、持ち込まれた翌日に「は

い、認定します。」という訳にはいかない。かなりの日数が必要であるから、それをカウ

ントに入れて考えてもらいたい。実際上、規約の施行までには時間がかかることを見込ん

だ上で、告示の公布先行を考えぎるを得ないということだ。

(先方)

(当方)それで司||と Jヽ うことでなく、ずっと後になってしまうではないか。とてもそ

んなに待つ訳にはいかない。次に、無代紙については、先日の回答でも議論は拒まずと伝

えているところである。告示は大枠 (骨格の骨格)を定めるものであり、告示には景品類

の定義規定は置かない。公取委は通常の無代紙を値引きと考えているが、規約の内容の話

であり、まだ議論の時間的な余裕はある。無代紙も懸賞でだせば景品類として扱われる。

業界で実際にどのような形で出されているかを説明してもらい議論していくこととする。
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(先方 )



(当方)(北国新聞事件の関係で、他社 t■ついても同様な情報があったこと、現行の特殊

指定の規定 (注文部数を基準とした規制)では北国新聞事件が違反となることが分かりに

くいという問題があることを説明)

(先方)
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(当方)

また、特殊指定の見直しも、再販と押し紙の両方から検討の必要がある。

(先方)

(当方)特殊指定の見直しは、独占禁止法72条の公聴会はやるとしても、公取委の考え

でやるものであり、業界で規制したい内容とは一致しないことは当然である。特殊指定は

不要と言う人もいる。

(先方)

(当方)そ うではない。

(先方)

(当方)先日の回答では、購読契約をしている人に対して提供されるという意味で、値引
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き的なものと答えた。ただし、見本紙も蝿約の対象となり得るものであり、また、実態に

よっては、景品類でも値引きでもない他のものというものもあろう。

(先方)

(先方 )

，
■
●

(当方)規約見直しのスケジュールを含め、検討願いたい。告示案については、公聴会の

場で意見を言ってもらうことになるc

(先方 )

(当方)もちろん可能である。
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